
第６号様式（第19条関係）
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注 １　該当する□には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。

 　２　「細分類番号」とは、統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

 　３　「基準年度」とは、計画期間の前年度又は計画期間の前の３年度の事業活動に伴う排出の量又は原単位の数値の平均をいいます。

 　４　「増減率」とは、基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。

 　５　「重点的に実施する取組の実施状況」とは、温室効果ガスの排出の量を削減するために重点的に実施した取組の実施率を地球温暖化対策指針で

 　　　定める方法により算出して記入し、その算出の根拠となる資料を添付してください。

増　減　率
（令和４年度） (令和５年度) (令和６年度)

（　　　　　　　）

実 績 に 対 す る 自 己 評 価

第３年度

温室効果ガス排出量の削減又は吸収の量
の購入によるもの

トン トン

トン

森 林 の 保 全 及 び 整 備 に よ る も の

地 域 産 木 材 の 利 用 に よ る も の

（生産量(t)×1/10）

備　　考
(令和７年度)(令和６年度)

原 単 位 の 指 標

・太陽光発電設備の設置、稼働
・空調機更新

（令和４年度） (令和５年度)

令 和 ７ 年 度

措　  置　  の　  内 　 容

12,061.3

第１年度 第２年度

6.19 6.52

原単位の分母となる生産量はほぼ横ばいであったが、GHG排出量が増加したため原単位も上昇した。

(令和７年度)

第３年度
備　　　考

ＪＲ園部駅より自社運行の送迎バスを運行し、マイカー通勤の抑制を
図った。

工場内全工程におけるエネルギー量を把握しこの結果を基に改善を進め、令和2～4年度の平均を基準として4％
の温室効果ガス排出量の削減を目指す。

トン

2.83 パーセント

(令和７年度)

13.5

再生可能エネルギーを利用した電力又は
熱の供給によるもの

トン

上記の措置を実施した結果に対する自
己評価

鉄道利用者及び社内間出張者の送迎バス利用により、マイカー通勤の抑
制がある程度抑制できた。

12.9

実 績 に 対 す る 自 己 評 価
生産量が基準年度比10.2パーセント増となり、温室効果ガス排出量も比例して増加した。電力会社が
公表している排出係数が0.367から0.432に上昇したことも要因と考えられる。

区　　　　　　　　分

・空調機更新及び人感センサー付きLED照明器具への更新

令 和 ６ 年 度

第２年度

0 12 25
重 点 的 に 実 施 す る 取 組 の 実 施 状 況

基準年度 第１年度
(令和６年度) (令和７年度)

工場長を委員長とした京都工場環境委員会を設け、環境理念・行動指針に沿った活動を行い、計画の進捗管理を
実施する。

増　減　率

事 業 活 動 に 伴 う 排 出 の 量 10,371.9

第１年度 第２年度 第３年度
（令和２～４年度） (令和５年度) (令和６年度)

事　業　者　排　出　量　削　減　報　告　書

　京都府知事 　　令和７年　　７月　　３０日
報告者の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 報告者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）

事業者の区分

令和 ５ 年 ４ 月から令和 ８ 年 ３ 月まで

東京都板橋区成増５丁目９番地７号
株式会社湖池屋
　代表取締役社長　佐藤　章

主たる業種 その他のパン・菓子製造業 細分類番号 0

電話番号： ０７７１-６３-０３７５

99 7

地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

2009年から北海道南富良野町の町有林において森林保全活動を実施しており、活動エリア一帯を「じゃがいも心地の森」と
称し環境への取組を強化している。2024年より京都工場近郊の山を購入し整備に着手しはじめた。
2021年より湖池屋SDGs劇場「サスとテナ」を展開している。

トン

合　　　　　　　　　計 0.0 0.0 0.0

森林の保全及び整
備、再生可能エネル
ギーの利用その他の
地球温暖化対策によ
り削減した量 グリーン電力証書等の購入によるもの トン トン

具体的な取組及び
措置の内容

令 和 ５ 年 度

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
た措置

基準年度

トン

(令和５年度)

特記事項

温室効果ガスの排
出の量

温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 量
基準年度

事業の用に供す
る建築物の用途

事業活動に伴う排出の量

工場
事業活動に伴う排出の量

6.18

評 価 の 対 象 と な る 排 出 の 量 10,424.7

原単位当たりの温
室効果ガス排出量
等

第１年度 第２年度 第３年度

パーセント

12,061.311,481.6

11,481.6


